
  

○小規模揚水施設に係る地下水の採取による地盤の沈下の防止に関する指導基準 

改正前 改正後 

１ 省略 

２ 地下水の採取は、可能な限り周辺の地盤に影響

を及ぼさない帯水層より、選んで行うこと。 

（新規） 

 

 

３ 渇水等による地下水位の低下時には、揚水施設

の運転を短縮し、地下水採取量を減少させる等、

水位回復の為に必要な措置を講じること。 

４ 当該小規模揚水施設による地盤の沈下の影響が

生じた場合には、揚水施設の一時停止を含め、必要

な措置を講じること。 

１ 省略 

２ 地下水を採取する帯水層は、可能な限り周辺の

地盤に影響を及ぼさない帯水層を選ぶこと。 

３ 地下水の採取量は、揚水試験(段階揚水試験、

連続揚水試験等)に基づく適正揚水量により設定

すること。 

４ 渇水等による地下水位の低下時には、揚水施設

の運転を短縮し、地下水採取量を減少させる等、

水位回復の為に必要な措置を講じること。 

５ 当該小規模揚水施設による地盤の沈下の影響が

生じた場合には、揚水施設の一時停止を含め、必

要な措置を講じること。 

 

新旧対照表 


